
宮城県監査委員告示第９号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により実施した財政的援助団体等の監

査の結果は次のとおりです。

平成29年３月31日

宮城県監査委員 齋 藤 正 美

宮城県監査委員 坂 下 賢

宮城県監査委員 工 藤 鏡 子

宮城県監査委員 成 田 由 加 里

１ 監査実施団体及び監査実施年月日並びに事業概要等

下記２のとおり。

２ 監査結果

平成27年度の出納その他の事務の執行について実施しました。その結果，公表すべき指摘事項

があった場合には，「監査の結果等」の欄に記載しました。また，その他の軽易な事項について

は各団体に注意をしました。

団 体 名 実施年月日 監 査 の 結 果 等

公立大学法人 28.11.18 １ 団体の事業概要

宮城大学 地方独立行政法人法に基づく大学の設置運営，公開講座

による学習機会の提供，研究成果の普及・活用事業等を行

っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

15,515,895,651円(出資割合100.0％)

〔補助金〕

公立大学法人宮城大学施設災害復旧事業補助金等

1,848,347円

〔交付金〕

公立大学法人宮城大学運営費交付金 2,333,633,630円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

宮城県土地開発公社 29.1.13 １ 団体の事業概要

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき，公共用地等

の取得，管理，処分及び工業団地の造成等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

50,000,000円(出資割合100.0％)

〔負担金〕



地方公共団体関係団体共済組合県負担金 1,797,189円

〔貸付金〕

長期貸付金に係る平成27年度末残高 2,668,000,000円

〔債務保証〕

債務保証契約に係る平成27年度末借入金残高

2,822,850,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

公益財団法人 28.11.8 １ 団体の事業概要

宮城県環境事業公社 県内より排出される産業廃棄物埋立処分の実施，処分場

の維持管理及び循環型社会形成事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

50,000,000円(出資割合33.3％）

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

社会福祉法人 29.1.17 １ 団体の事業概要

宮城県社会福祉協議 社会福祉事業の企画・調査・普及等，社会福祉法に基づ

会 く第一種及び第二種事業，社会福祉事業従事職員の養成・

研修，その他地域福祉の推進を目的とした各種事業を行う

ほか，宮城県船形コロニー等の指定管理業務を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

10,000,000円(出資割合90.9％)

〔補助金〕

宮城県社会福祉協議会補助金等 348,347,129円

〔負担金〕

宮城県社会福祉大会負担金等 227,538円

〔公の施設の管理〕

宮城県船形コロニー 1,191,712,180円

宮城県七ツ森希望の家 107,672,878円

宮城県啓佑学園 304,069,393円

宮城県第二啓佑学園 209,995,573円

宮城県援護寮 69,423,248円

宮城県介護研修センター 33,200,000円

３ 監査の結果

（1)緊急小口資金特例貸付金償還金において，多額の長

期未収金が認められたので，引き続き改善を図る必要

がある。

（2)財産の管理において，目的以外に使用しているもの

が認められたので，改善を図る必要がある。

地方独立行政法人 28.11.15 １ 団体の事業概要

宮城県立病院機構 県立３病院を運営し，高度・専門医療を提供するととも

に，県内における医療水準の向上を図るため，医療に関す

る調査及び研究を行っている。



２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

174,353,108円(出資割合100.0％)

〔補助金〕

がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金等

19,214,000円

〔負担金〕

運営費負担金 4,120,146,311円

〔貸付金〕

短期貸付金 500,000,000円

長期貸付金に係る平成27年度末残高 8,734,386,577円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

公益財団法人 29.1.11 １ 団体の事業概要

みやぎ産業振興機構 中小企業等の経営革新及び創業の促進並びに経営基盤強

化等を図るため，中小企業の販路開拓，人材育成等の支援

事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

1,776,776,000円(出資割合74.6％)

〔補助金〕

県中小企業支援センター事業補助金等 359,714,205円

〔負担金〕

産学官連携フェアみやぎ共催負担金 200,000円

〔貸付金〕

短期貸付金 435,000,000円

長期貸付金に係る平成27年度末残高 92,532,029,578円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成27年度末借入金残高

255,916,800円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

公益財団法人 29.1.13 １ 団体の事業概要

宮城県国際化協会 多文化共生と県民主体の国際交流及び国際協力活動を促

進するとともに，市町村及び各種国際交流団体の連絡調整

や援助等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

750,000,000円(出資割合71.8％)

〔補助金〕

国際交流事業補助金 33,530,000円

３ 監査の結果

(1）理事会での承認等が必要となる重要な取引において，

適正なガバナンスが確保されていないと認められたの

で，改善を図る必要がある。



（2)一般正味財産増減額が６期連続でマイナスとなって

いたので，運営改善を図る必要がある。

一般財団法人 29.1.11 １ 団体の事業概要

みやぎ産業交流セン 産業振興推進のため，国際見本市，展示会，会議，イベ

ター ント，大会等の開催及び産業情報の提供等の諸活動を行う

ほか，みやぎ産業交流センターの指定管理業務を利用料金

制により行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

900,000,000円(出資割合50.6％)

〔公の施設の管理〕

みやぎ産業交流センター 0円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

株式会社 28.11.9 １ 団体の事業概要

仙台港貿易促進セン 貿易促進による地域経済の活性化等のため，仙台国際貿

ター 易港物流ターミナルの賃貸事業及び社有地の貸付事業を行

っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

710,000,000円(出資割合32.5％)

３ 監査の結果

期末において，累積欠損金が認められたので，引き続き

経営改善を図る必要がある。

公益財団法人 28.11.18 １ 団体の事業概要

翠生農学振興会 農水産業及び食産業の育成発展を図るため，農学に関す

る研究成果や農学情報の提供，農学研究者等に対する助成

事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

35,000,000円(出資割合35.0％)

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかったものの，下記「３ 監査

意見」のとおり，組織の在り方について抜本的な見直しを

行う必要がある。

一般社団法人 28.11.24 １ 団体の事業概要

宮城県畜産協会 畜産経営の安定的発展及び畜産振興のため，畜産業を営

む者の経営及び畜産業を営む者が組織する団体の運営指

導，家畜管理等の技術的支援，畜産物の価格安定対策・品

質改善指導等の事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

147,500,000円(出資割合57.5％)

〔補助金〕

肉用牛価格安定対策事業補助金等 31,600,100円

３ 監査の結果



県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

公益財団法人 29.1.24 １ 団体の事業概要

みやぎ林業活性化基 森林の公益的機能の維持･増進を図るため，森林の適正

金 な管理に関する啓発指導，就労条件改善対策事業及び林業

労働力確保支援センターに関する事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

250,000,000円(出資割合49.9％)

〔補助金〕

森林整備担い手対策基金事業補助金等 13,737,022円

３ 監査の結果

（1)正味財産増減計算書において，指定正味財産増減の

部に計上すべき基本財産評価損益等が投資有価証券評

価損益等として経常増減の部に計上されていたものが

認められたので，改善を図る必要がある。

（2)一般正味財産増減額が３期連続でマイナスとなって

いたので，運営改善を図る必要がある。

（3)財務諸表において，計数，勘定科目が著しく不適正

なものが認められたので，引き続き改善を図る必要が

ある。

公益財団法人 28.11.9 １ 団体の事業概要

宮城県フェリー埠頭 仙台塩釜港におけるフェリー埠頭の建設，改良及び維持

公社 管理に関する事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

20,000,000円(出資割合100.0％)

〔貸付金〕

長期貸付金に係る平成27年度末残高 249,507,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

仙台空港鉄道 28.11.8 １ 団体の事業概要

株式会社 鉄道事業法に基づく第一種鉄道事業者として，仙台空港

アクセス線の運行・管理等の事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

3,769,000,000円(出資割合52.9％)

〔貸付金〕

長期貸付金に係る平成27年度末残高 7,709,000,000円

３ 監査の結果

期末において，累積欠損金が認められたので，引き続き

経営改善を図る必要がある。

公益財団法人 29.1.17 １ 団体の事業概要

宮城県スポーツ振興 生涯スポーツの振興と競技スポーツの向上を図るため，

財団 各種振興事業，啓蒙普及事業を行うほか，宮城県総合運動

公園等の指定管理業務を行っている。



２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

250,000,000円(出資割合50.0％)

〔補助金〕

自転車競技場運営管理費補助事業補助金等12,495,252円

〔公の施設の管理〕

宮城県総合運動公園 576,886,000円

宮城県宮城野原公園総合運動場 13,544,000円

宮城県第二総合運動場 60,171,000円

(３施設とも共同企業体の一員）

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

一般社団法人 28.12.20 １ 団体の事業概要

みやぎ医療福祉情報 地域医療福祉情報の電子化・共有化の促進及びネットワ

ネットワーク協議会 ークに関する研究や技術開発等の事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

医療連携情報基盤ネットワーク等整備事業補助金等

413,702,504円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

宮城県商工会連合会 28.12.15 １ 団体の事業概要

各地区商工会の相談，指導及び連絡調整を行い，商工業

の振興に寄与する事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

小規模事業経営支援事業費補助金 1,498,945,477円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

株式会社 28.12.13 １ 団体の事業概要

東北ダイケン 総合ビルメンテナンス事業等を行っており，加瀬沼公園

等の指定管理業務を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔公の施設の管理〕

加瀬沼公園 20,000,000円

仙台港多賀城地区緩衝緑地 29,134,000円

仙台塩釜港仙台港区港湾環境整備施設 11,923,000円

（中央公園及びリバーウォーク）

岩沼海浜緑地 17,000,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

水ｉｎｇ株式会社 29.1.17 １ 団体の事業概要

環境衛生施設や公害防止プラント等の維持管理業務等を



行っており，阿武隈川下流流域下水道施設の指定管理業務

を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔公の施設の管理〕

阿武隈川下流流域下水道施設 1,369,473,902円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

公益社団法人 29.1.24 １ 団体の事業概要

みやぎ農業振興公社 地域農業の振興を図るため，農地保有合理化，農畜産業

（確認監査） の基盤整備及び生産支援，優良種子・種苗の生産・供給，

担い手育成・確保等の事業を行うほか，宮城県岩出山牧場

の指定管理業務を行っている。

２ 前回監査指摘事項の内容

（1)正味財産が出資金を下回っていると認められたので,

経営改善を図る必要がある。

（2)牧場経営(白石牧場，牡鹿牧場）の改善が図られてい

ないと認められたので，抜本的な見直しや改善を図る

必要がある。

（3)農地保有合理化事業及びＷＣＳ収穫調整・供給事業

において，長期未収金が認められたので，引き続き適

切な債権管理を図る必要がある。

（4)工事請負代金において，支払遅延が認められたので,

改善を図る必要がある。

（5)受注工事の下請負(外注注文）において，発注者の承

諾を得ないで工事を請け負わせていると認められたの

で，改善を図る必要がある。

（6)立替金において，不明瞭な事務処理が認められたの

で，改善を図る必要がある。

３ 監査の結果

前回監査指摘事項について，今後も検討を進めなければ

ならない課題はあるが，概ね改善されており，公表すべき

指摘事項はなかった。

３ 監査意見

地方自治法第199条第10項の規定に基づき,次のとおり監査意見を付す。

(1)所管課 農林水産部農業振興課

(2)対象団体 公益財団法人 翠生農学振興会

(3)意見

当該団体については，平成27年５月29日付け農振第184号「平成26年度財政的援助団体等

監査意見に係る対応について」で報告があったが，事業活動の拡充，実施体制の改善，収

入確保策の改善ともに改善の方向性としては評価できるものの，改善策の実行状況は十分

とは言い難い状況にあり，引き続き組織の在り方について抜本的な見直しを行う必要があ

る。


